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三
朝
町
嬉
量
共
済
条
例
の
T
部
改
革
托
つ
い
て
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次
の
と
か
わ
三
朝
町
鼻
粟
島
済
条
例
の
l
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､

地
方
自
給
綾
　
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
光
二
ハ
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
幕
の
規
定
に
よ
り
､
奉
議
会
の
乾
決
を
求
め
る
0
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和
柑
十
六
年
三
月
十
丁
目
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町
条
例
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三
朝
町
盛
業
共
済
条
例
の
】
部
を
改
正
す
る
集
碗
　
'

三
朝
町
為
義
共
済
条
例
(
昭
和
三
十
九
年
三
新
町
条
例
第
十
号
号
)
の
I
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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別
表
第
l
中
r
九
〇
円
｣
を
r
-
0
0
円
｣
に
改
め
る
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撃
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r
入
､
O
O
O
R
L
を
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t
0
0
0
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J
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改
め
る
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衆
人
十
九
条
を
次
の
よ
.
う
忙
改
､
め
へ
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
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弟
<
十
九
条
　
地
方
公
営
金
糸
鋲
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
首
九
十
こ
号
〕
鮪
l
毒
触
三
f
r
f
.
y
/
ノ
r
三
豊
朽

づ
き
1
こ
の
町
の
行
表
う
.
共
済
事
業
に
同
法
の
財
務
規
定
等
を
昭
和
四
十
六
年
四
月
T
E
か
-
-
㌫
㌻
莞

(
辞
令
の
同
意
を
妾
す
る
特
放
棄
任
の
免
除
)

爵
<
十
九
条
の
二
　
兎
方
公
営
企
業
法
第
三
十
四
条
に
か
い
て
単
用
す
る
地
方
自
拍
故
人
昭
和
二
十
二
辞
経

｣

年
讐
ハ
十
七
号
)
空
音
四
十
三
条
空
義
g
i
項
の
規
定
陀
エ
J
h
共
済
事
業
の
巣
我
に
讐
二
ふ
聖
貝
め
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I
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費
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の
免
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れ
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併
猟
が
遜
万
円
以
上
で
奉
る
観
資
と
す
る
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計
単
称
の
処
理
)

窮
八
･
T
九
条
P
三
　
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
四
条
の
こ
た
だ
し
義
の
規
定
に
塞
.
つ
き
､
共
ノ
済
串
菜
の
出
納

そ
瓜
他
の
会
計
事
務
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
権
限
は
､
収
入
役
に
行
を
わ
せ
る
も
の
と

す
る
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]
　
公
金
の
収
軌
又
壮
支
払
だ
牌
す
る
事
務

こ
　
公
金
の
保
管
に
的
す
る
事
務

(
鼓
会
の
議
決
奇
襲
す
る
負
担
附
き
の
寄
附
の
受
鱗
等
)

窮
八
十
九
条
の
g
Z
　
共
済
串
栄
の
薬
類
忙
親
し
､
地
方
公
営
企
兵
法
弟
臨
十
条
第
二
韻
の
規
定
に
基
づ
き
条ユ

丁

例
で
定
め
る
も
の
は
､
負
趨
射
幸
の
寄
附
又
蛇
胎
毒
の
受
像
で
そ
の
金
額
又
比
そ
の
日
的
物
の
億
敵
が
逮

万
円
以
上
の
も
の
及
び
法
律
上
L
1
の
町
の
義
額
荘
厳
す
る
損
害
抵
触
の
敬
の
決
定
で
蛍
鼓
決
定
に
係
る
金

十

飴
が
遜
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
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巣
簸
状
況
説
明
者
類
の
件
成
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解
<
十
九
条
の
五
　
町
長
は
'
共
済
串
菜
に
艶
し
､
地
方
公
営
企
菜
法
爵
四
+
集
の
こ
第
1
攻
の
規
定
に
華
つ

′

き
'
毎
串
薬
毎
度
幽
月
I
日
か
ら
九
月
三
十
日
,
P
で
の
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
番
数
を
十
7
月
三
十
日
ま

で
に
'
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
廿
日
･
P
で
の
業
務
の
状
況
を
鋭
明
す
る
尊
類
を
五
月
三
十
-
目
せ
で
忙
作
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成
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
o

前
項
の
業
軒
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類
に
は
'
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
把
､
十

1
月
I
ニ
十
日
ま
で
に
作
成
す
る
寄
類
に
お
い
て
は
前
挙
業
年
産
の
決
算
の
状
況
を
､
五
月
三
十
一
日
ま
で

ド

に
作
成
す
る
音
数
に
か
い
て
は
同
日
の
属
す
る
鼻
薬
年
度
の
予
算
の
概
要
及
び
事
業
の
実
施
方
針
を
､
そ

れ
ぞ
れ
明
ら
か
托
し
な
け
れ
ば
怒
ら
夜
い
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事
業
の
概
況

二
.
経
理
の
状
況

三
　
約
二
号
に
海
げ
る
も
あ
の
ほ
か
共
済
審
美
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
町
轟
が
必
馨
と
認
め

＼
　
る
事
項

天
災
そ
の
他
や
む
を
え
な
い
畢
故
に
よ
･
S
h
､
射
て
現
に
定
め
る
期
日
壇
で
忙
同
族
の
薬
缶
の
状
況
を
説

明
す
る
寄
撃
h
t
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
壷
か
つ
境
場
合
に
お
い
て
誓
町
長
誓
で
き
る
だ
誓
ま
や
･
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